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東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故から１２年３か

月が経過しました。 

この間、多くの皆様からの温かい御支援の下、大熊町においても復興

に向けた取組が一つ一つ実を結び、大川原地区復興拠点などの整備が着

実に進展しているほか、昨年６月３０日には町の中心部であった地域を

含む特定復興再生拠点区域全域の避難指示が解除され、故郷
ふるさと

の復興・再

生に弾みを付けようとしております。 

一方で、いまだ多くの町民が避難生活を余儀なくされ故郷に帰還した

住民はごく僅かにとどまることを始め、広範囲に及ぶ帰還困難区域を含

めた町土の再生、ＡＬＰＳ処理水の処分に伴う新たな風評被害の懸念な

ど、復興を進めるうえで様々な課題が山積しております。過酷な原発事

故を引き起こした原子炉４基や広大な中間貯蔵施設区域を抱える大熊町

が真の復興を果たすには、第二期復興・創生期間は元より、以後も極め

て長期間にわたる努力の傾注が必須となっております。 

こうした中、特定復興再生拠点区域外について、国は、帰還する住民

の生活再建を目指すための「特定帰還居住区域」を創設し、国の負担に

より除染を行う方針を示しました。また令和６年（２０２４年）度から

の本格除染を見据え、令和５年度から大熊町・双葉町で先行除染を実施

することになっています。これらは一歩前進したものと受け止めており

ますが、国においては「たとえ長い年月を要するとしても、将来的に帰

還困難区域の全てを避難指示解除する決意」の下、町内全域の避難指示

解除に向けて一層の御努力をお願いいたします。 

大熊町といたしましては、原子力災害に自然災害や新型感染症の影響

などが加わったこの難局を乗り越え、かつての自然豊かで暮らしやすい

故郷を取り戻すことができるよう今後も全力で取り組んでまいりますの

で、国におかれましても、引き続き原子力災害被災地域の復興・再生を

国の責務として一層の御尽力を頂くよう、特に次の事項について要望い

たします。 
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１ 避難地域の復興財源の確保 

 

大熊町の復興が成し遂げられるまでには、まだまだ時間と努力の傾

注の継続が必要である。 

大熊町は、大震災から１２年以上を経てかつての町の中心部であっ

た地域などの避難指示が解除され、ようやく町土の復興・再生に本格

的に着手できるようになった状況に過ぎず、他の被災地に比べて極端

に復興が遅れていることから、多様な課題に対応し復興を前に進めて

いくため、以下のとおり要望する。 

 

（１）中長期にわたる財源の確保 

第二期復興・創生期間は元より、復興が成し遂げられるまで、震災

復興特別交付税措置及び普通交付税の人口特例を継続するとともに、

福島再生加速化交付金、被災者支援総合交付金、福島生活環境整備・

帰還再生加速事業、自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金等につい

て、中長期にわたる財源の確保及び弾力的な運用を行うこと。 

 

（２）自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金について 

  特に自立補助金は、企業誘致による「働く場」を確保するための有

用な支援ツールである。この支援ツールがあったからこそ大熊町に大

型投資を決定した事例も生まれた。引き続き、大型投資案件も含め誘

致できるよう、十分かつ中長期にわたる適切な制度の維持及び財源の

確保を行うこと。 

 

（３）特定復興再生拠点区域における整備の促進 

かつて町の中心であった下野上地区、ＪＲ大野駅周辺を含む特定復

興再生拠点区域の避難指示が昨年６月末に解除されたが、これでよう

やく復興のスタートラインに立ったところ。 

これを踏まえ、国は、復興拠点施設の整備に対する継続した支援や

農地の荒廃抑制及び再生のための支援等十分な財政措置を含め、支援

の充実により一層の機能強化の促進を図ること。 
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２ 特定復興再生拠点区域外における取組の具体化 

 

令和３年８月、原子力災害対策本部及び復興推進会議において「特定

復興再生拠点区域外への帰還・居住に向けた避難指示解除に関する考え

方」が決定された。また国では、令和５年６月、福島復興再生特別措置

法を改正して、帰還する住民の生活再建を目指すための「特定帰還居住

区域」を創設し、国の負担により除染を行う方針を示し、令和６年（２

０２４年）度からの本格除染を見据え、令和５年度から大熊町・双葉町

で先行除染を実施することになっている。 

これらを受け、大熊町では、昨年 7 月、県内外において町民への住民

説明会・町民座談会を実施し、また昨年 8 月から 9 月にかけて、国と共

同で町民の帰還意向調査を実施した。また本年３月、町は下野上１区を

先行除染の対象とするよう国に提案する方針を決定し、町議会（全員協

議会）から了承を得るなど、拠点区域外の除染・避難指示の解除に向け

て取組を進めている。 

一刻も早く町民が故郷
ふるさと

に戻り、震災前の生活を取り戻すことができる

よう、大熊町全域の避難指示解除に向けた特定復興再生拠点区域外にお

ける取組の加速化について、以下のとおり要望する。 

 

（１）政府方針に基づく着実な除染の実施 

① 個別かつ丁寧な住民の意向確認・把握 

特定復興再生拠点区域外の町民の帰還の意向を個別かつ丁寧に把

握すること。意向把握に際しては、帰還の判断をすぐには行えない町

民にも配慮して複数回行うこと。 

 

② 住民が安心して生活できる環境を確保するための広範囲の除染 

特定復興再生拠点区域外は空間線量の高い地域もあるため、従来

の手法による除染では十分な空間線量の低減を実現できないおそれ

もある。そこで、帰還する住民が安全・安心して故郷で暮らすこと

ができるよう、除染手法の更なる改良に努めながら、生活に必要な
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範囲を幅広く捉え、より広範囲の面での除染を速やかに実施し、避

難指示解除を行うこと。 

 

③ 先行除染の着実かつ効果的な実施 

  住民の帰還の実現や居住人口の回復に向けて、令和６年度から拠

点外（対象の全域）で行う本格除染に弾みをつける意味でも、今年

度に大熊町・双葉町で行われる先行除染の結果が注目される。 

そこで、国はこの先行除染が着実かつ効果的に実施できるよう、

あらかじめ準備を進め、対策を講じること。 

 

（２）残された課題への対応 

① 残された土地・家屋等についての方針の明示 

まずは政府方針に基づき、早期に帰還意向を示された住民の家屋等

生活に必要な範囲の除染、避難指示の解除を先行して行うことに加え、

残された土地・家屋等の扱いについても、並行して地元と丁寧に協議

すること。 

特に、拠点区域外の建物については、荒廃が進んでおり、火災が発

生する恐れがあるなど、現状のまま放置することはできず、所有者か

らは「自宅が朽ちていく様を見ていられないので解体してほしい」、

「いつまで除染・解体を待てばよいのか」等、悲痛な声が寄せられて

いる。また、一時立入りする町民の被ばく線量の累積、災害発生時の

放射性物質の流出等が懸念されるほか、管理不全家屋での火災や延焼、

治安の悪化、イノシシ等の野生動物の問題等、多くのリスクは既に顕

在化している。 

こうした住民の悲痛な声や厳しい現状を踏まえ、長期避難を強いら

れ、すぐには帰還意向を示すことができない住民の土地・家屋等につ

いて速やかに方針を示すこと。 

 

 ② 拠点区域外の農地の再生に向けた考え方の明示 

令和３年８月に決定された「特定復興再生拠点区域外への帰還・

居住に向けた避難指示解除に関する考え方」では、農地の除染につ

いての方針は示されていない。しかし、帰還意向のある住民が故郷
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で安全・安心に暮らすためには自宅周辺の農地の除染が必要である

のみならず、営農再開を目的として帰町したい住民や生きがいのた

めの農業再開を目指す住民も少なからずいることから、農地の取扱

いについて格別の配慮を行うこと。 

 

③ 住民の帰還気運醸成のための拠点区域外の除染の実施 

帰還困難区域の復興・再生を成し遂げるためには、帰還意向に基づ

く除染だけでなく、帰還気運の醸成に向けた整備が必要である。 

町が住民の利便性を向上させ、帰還気運の醸成に向けた整備を行う

ため、拠点区域外で、町事業等に利用する意向がある土地についても、

除染・避難指示解除する道を拓くこと。 

 

④ 全員帰還できるような制度設計及び予算措置 

町民が全員帰還できるように、必要な制度設計、予算措置を行うと

ともに、２０２０年代の早期に希望する町民の帰還が実現されるよう

取り組むこと。 

 

 

３ 帰還支援策の充実・強化 

 

 被災１２市町村への移住者支援については、国の御尽力の下、充実し

た補助を実施できるようになっているものの、町の居住人口拡大を図っ

ていくためには、移住は元より帰還についても積極的に取り組むことが

必要である。 

 大熊町においては、国の財政的な支援により、移住者の住宅取得や修

繕、家賃の補助などに取り組んでいる一方、帰還者に対しては、東京電

力による住居確保に係る費用等の賠償のほか、町としても帰還を希望す

る町民を後押しするため、移住者に対する支援との公平性の観点も踏ま

えながら、独自財源により移住者と同等の支援制度を新設したところで

ある。 

 町民の帰還を推し進めていくためには、買い物や医療をはじめとする

環境整備を充実・強化するとともに、財源の確保及び弾力的な運用によ
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る踏み込んだ支援が不可欠であると考えている。 

 故郷
ふるさと

への帰還を希望する住民が一人でも多く帰還することができるよ

う、以下のとおり要望する。 

 

（１）生活インフラの整備 

  国や県の支援の下、大熊町では大川原復興拠点に商業施設や町立診

療所等を設置するなど生活インフラの整備に取り組んでいるが、町内

の買い物環境や医療環境は震災前の水準にはるかに及ばない状態にと

どまっている。 

  買い物環境については、特にスーパーマーケットの町内誘致が町民

の帰還や町内への移住を促進するために必須となっており、国による

「福島１２市町村における生活基盤再建に関する実証調査事業」のフ

ォローアップなどを活用して誘致に取り組んでいるところであるが、

今後も同事業の継続や更に踏み込んだ支援により、買い物環境の向上

を後押しすること。 

  また、医療環境については、震災以降休止を余儀なくされている県

立大野病院に関し、昨年８月、県において「双葉地域における中核的

病院のあり方検討会議」を発足させ、大熊町内への後継病院整備に向

けた検討が進められているが、当該病院の整備に向け、国としても財

政支援や人的支援を通して全面的にバックアップし、大熊町はもとよ

り双葉地域における医療環境の向上を後押しすること。 

  また、当該病院の開設後は双葉地域各地からＪＲ常磐線を活用して

当該病院へ通院する患者が増えるものと予想されることから、住民の

利便性向上による帰還促進という観点も含め、ＪＲ常磐線の列車の増

便に向け、支援を行うこと。 

さらに、大熊町のみならず隣接する町村に調剤薬局が無いことも課題

となっており、国として課題解決を後押しすること。 

 

（２）帰還者向けの支援メニューの充実・強化 

  移住者に対しては、国の財政的支援により、住宅の取得や修繕、家

賃の補助等の支援メニューを実施しているが、帰還と移住を同時に進
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めなければならない特殊事情に応じ、これら移住者向けの支援メニュ

ーを帰還者も利用できるようにするなど、段階的な帰還を促進するた

めの支援策を柔軟に運用するとともに、町民の帰還促進の加速化に向

けて、ハードインフラ整備を含め、より踏み込んだ支援メニューも検

討し、充実・強化を図ること。 

 

（本件事務取扱）大熊町役場企画調整課長 幾橋 功  

電話：０２４０－２３－７５８４  

住所：福島県双葉郡大熊町大字大川原字南平１７１７ 


